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奄
美
群
島
喜
界
島
に
お
け
る
明
治
初
期
の
村
別
人
口
と
家
畜

　
「
喜
界
島
各
村
地
理
表
」
の
検
証
を
目
的
と
し
て

島
　
﨑
　
達
　
也

第
1
章
　
は
じ
め
に

藩
政
期
後
半
の
奄
美
群
島
で
は
、
薩
摩
藩
に
よ
っ
て
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
が
強
制
さ
れ
た
結
果
、
島
間
の
産
物
の
域
内

交
易
・
島
嶼
間
分
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
奄
美
群
島
の
北
東
端
に
位
置
す
る
喜
界
島
の
場

合
、
砂
糖
樽
の
制
作
に
必
要
な
木
材
や
竹
、
島
で
不
足
す
る
芭
蕉
繊
維
を
奄
美
大
島
か
ら
移
入
し
、
労
働
力
と
し
て
の

良
馬
を
移
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
図
式
は
、
木
々
が
乏
し
い
隆
起
サ
ン
ゴ
礁
で
あ
る
喜
界
島
を
山
林
が
豊
富
な
奄

美
大
島
と
対
比
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
合
理
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
喜
界
島
内
の
環
境
差
ま
で
考
慮
し
た

も
の
で
は
な
い
。

喜
界
島
は
面
積
57
㎢
程
度
の
小
島
で
あ
る
が
、
島
内
に
30
余
の
集
落
（
シ
マ
）
が
点
在
し
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
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て
自
給
自
足
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
代
に
は
、
集
落
毎
の
地
理
的
環
境
を
生
か
し
た
生
業
や
物
々
交
換
が
営
ま

れ
て
い
た（

（
（

。
こ
の
よ
う
な
集
落
間
の
生
産
活
動
の
地
域
差
は
、
前
近
代
、
さ
ら
に
は
先
史
時
代
に
も
存
在
し
た
と
推
測

で
き
る
た
め
、
集
落
立
地
や
遺
跡
分
布
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
情
報
と
な
る
。

本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
喜
界
島
各
村
地
理
表
」
に
は
、
明
治
初
期
の
村
ご
と
の
農
産
物
等
や
石
高
が
記
さ
れ
て
お
り
、

農
業
の
近
代
化
や
地
租
改
正
以
前
の
生
産
活
動
の
地
域
差
を
数
的
に
把
握
で
き
る
点
で
、
重
要
な
統
計
資
料
と
な
る
。

第
2
章
「
喜
界
島
各
村
地
理
表
」
に
つ
い
て

「
喜
界
島
各
村
地
理
表
」（
以
下
、「
地
理
表
」
と
す
る
）
は
、
平
成
6
年
（
1
9
9
4
）
に
北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
当
時
：
現
在
は
北
海
道
博
物
館
）
が
受
贈
し
た
「
山
田
秀
三
文
庫
」
に
含
ま
れ
る
。
同
資
料
の

存
在
は
、
平
成
（3
年
（
2
0
1
1
）
に
喜
界
島
郷
土
研
究
会
に
情
報
提
供
さ
れ
、
解
説
・
評
価
を
加
え
て
平
成
（5
年

（
2
0
1
3
）
（0
月
に
活
字
化
さ
れ
た（

3
（

。「
山
田
秀
三
文
庫
」
に
は
、
奄
美
関
係
の
資
料
は
他
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

「
地
理
表
」
が
山
田
秀
三
の
手
に
渡
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る（

（
（

。
し
か
し
、
使
用
さ
れ
た
用
紙
が
「
鹿
兒
島
縣
喜
界
島

支
廳
」
の
名
が
印
字
さ
れ
た
用
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
庁
が
作
成
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る（

5
（

。
表
紙
に
は
表
題
に
続

い
て
以
下
の
記
載
が
あ
る
。
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但　

壱
小
區
羽
里
村
川
峯
村
山
田
村
城
久
村　

貳
小
區
五
ヶ
村　

三
小
區
四
ヶ
村　

四
小
區
小
野
津
村　

右
拾

四
ヶ
村
明
治
十
壱
年
調
査
其
他
拾
六
ヶ
村
十
二
年
調
査
相
成
候
ニ
付
表
面
一
ナ
ラ
ス

こ
の
記
載
か
ら
、「
地
理
表
」
は
、
明
治
（（
〜
（（
年
（
1
8
7
8
〜
79
）
に
か
け
て
喜
界
島
支
庁
が
実
施
し
た
調
査

記
録
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
30
箇
所
の
村
ご
と
の
デ
ー
タ
が
（
丁
毎
に
ま
と
め
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
各
ペ
ー
ジ
に

は
、
北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
3
桁
の
ペ
ー
ジ
数
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。

記
載
項
目
は
、
村
名
、
間
切
名
、
小
区
名
、
石
高
、
反
別
（
段
別
）、
貢
糖
量
、
戸
主
数
、
戸
数
、
人
口
（
男
女

別
・
職
分
別
）、
土
地
区
分
、
近
隣
の
村
へ
の
距
離
、
物
産
一
ヶ
年
出
来
高
、
禽
獣
数
、
果
木
数
等
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
土
地
は
官
有
地
（
山
林
、
竹
木
林
、
小
字
名
）、
共
有
地
（
茅
野
、
牧
畜
場
、
山
林
、
雑
木
山
、
松
山
、
荒
田
、
阿

蘭
、
墓
地
）、
民
有
地
（
田
、
畑
、
屋
敷
、
開
墾
地
、
室
藺
地
、
荒
田
、
荒
畑
、
蘇
鉄
、
芭
蕉
、
松
山
）、
社
地
に
区
分

さ
れ
、
面
積
ま
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
特
に
新
し
く
植
林
さ
れ
た
雑
木
山
や
松
山
は
、
項
目
を
分
け
て
記
さ
れ
て
い

る
。
水
源
（
溜
池
、
出
水
、
小
川
、
清
水
）
と
塩
製
場
に
つ
い
て
は
、
箇
所
数
の
み
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
。

「
物
産
一
ヶ
年
出
来
高
」
は
、
一
年
間
の
農
産
物
等
の
生
産
量
を
示
す
も
の
で
、
黒
糖
（
砂
糖
）、
唐
芋
（
甘
薯
）、

大
麦
、
小
麦
、
大
豆
、
米
（
籾
）、
粟
、
田
芋
（
青
芋
）、
藺
、
芭
蕉
、
実
綿
（
木
綿
）、
胡
麻
、
空
豆
、
小
豆
、
黍
、

小
黍
、
小
豆
、
真
綿
、
煙
草
、
藍
玉
、
焼
酎
、
塩
、
ア
ダ
ナ
シ
に
つ
い
て
数
値
化
さ
れ
て
い
る
。

「
地
理
表
」
の
表
紙
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
（（
年
（
1
8
7
8
）
調
査
の
村
と
、
明
治
（（
年
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（
1
8
7
9
）
調
査
の
村
で
調
査
項
目
が
や
や
異
な
る
。
例
と
し
て
、
図
（
は
羽
里
村
（
明
治
（（
年
調
査
）、
図
3
は
阿

伝
村
（
明
治
（（
年
調
査
）
の
記
載
を
活
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
3
章
「
地
理
表
」
の
歴
史
的
背
景

本
章
は
、
断
ら
な
い
か
ぎ
り
『
喜
界
町
誌
』（

6
（

を
出
典
と
す
る
。

喜
界
島
は
（5
世
紀
に
琉
球
王
国
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
。
喜
界
島
に
、
い
く
つ
か
の
村
を
ま
と
め
た
琉
球
王

国
の
行
政
区
画
で
あ
る
「
間
切
」
が
設
定
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
と
さ
れ
る
。

慶
長
（（
年
（
1
6
0
9
）
の
琉
球
侵
攻
を
受
け
、
奄
美
群
島
は
薩
摩
藩
の
直
轄
領
（
蔵
入
地
）
と
な
り
、
道
之
島
と

称
さ
れ
、
薩
摩
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
代
官
ら
詰
役
に
よ
り
統
治
さ
れ
た
。
当
初
、
喜
界
島
は
大
島
代
官
が
管
轄
し
て
い

た
が
、
元
禄
6
年
（
1
6
9
3
）
か
ら
喜
界
島
に
代
官
が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
年
、
湾
村
に
喜
界
島
の
代
官

所
（
仮
屋
）
が
置
か
れ
た
。
寛
永
（（
（
1
6
4
4
）
年
に
幕
府
が
諸
国
の
大
名
に
提
出
を
命
じ
て
制
作
さ
れ
た
「
正
保

国
絵
図
」
で
は
、
喜
界
島
は
5
間
切
（
湾
（
碗
）・
西
目
・
志
戸
桶
・
東
・
荒
木
）
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
後

に
伊
砂
間
切
を
加
え
た
6
間
切
に
編
成
さ
れ
た
（
図
（
）。
間
切
は
、
与
人
ら
在
地
の
役
人
（
島
役
）
に
よ
り
明
治
期

ま
で
運
営
さ
れ
、
文
政
年
間
以
前
は
、
薩
摩
か
ら
送
ら
れ
た
米
を
蓄
え
る
蔵
を
間
切
ご
と
に
構
え
て
い
た
と
さ
れ
る（

7
（

。

各
村
に
は
、
島
役
で
あ
る
掟
が
置
か
れ
た
。
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喜
界
島
の
石
高
は
、
寛
永
（（
年
（
1
6
3
5
）

の
寛
永
内
検
の
結
果
6
9
3
2
石
余
が
設
定
さ
れ

た
が
、
享
保
（（
年
（
1
7
2
6
）
に
喜
界
島
で
享

保
内
検
が
実
施
さ
れ
、
6
間
切
に
（
万
8
3
6
石

余
が
設
定
さ
れ
、
こ
の
表
高
が
明
治
期
ま
で
使
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

喜
界
島
の
代
官
所
は
、
明
治
（
年
（
1
8
6
9
）

に
在
番
所
と
改
名
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
火
災
の
た

め
過
去
の
記
録
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る（

（
（

。

明
治
（
年
（
1
8
7
1
）
7
月
の
廃
藩
置
県
後
、

全
国
に
大
区
小
区
制
が
敷
か
れ
、
喜
界
島
は
第
9（

大
区
、
間
切
は
小
区
と
改
称
さ
れ
、
小
区
の
長
は

戸
長
に
改
め
ら
れ
た
。
明
治
7
年
（
1
8
7
4
）

（
月
（0
日
、
前
年
か
ら
奄
美
群
島
各
島
（
大
島（

9
（

、

喜
界
島
、
徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
、
与
論
島
）
で

旧
慣
調
査
を
実
施
し
て
い
た
大
蔵
省
一
行
が
来
島

五

四

三

二

一

六

図1：喜界島の集落分布（昭和期）と6間切の境界
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図2：明治11年調査の表（羽里村）
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図3：明治12年調査の表（阿伝村）
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し
、
明
治
6
年
（
1
8
7
3
）
時
点
の
人
口
や
家
畜
頭
数
等
を
調
査
し
た（

（1
（

。
明
治
（
年
（
1
8
7
5
）
6
月
（（
日
に
は
、

大
島
大
支
庁
（
奄
美
大
島
名
瀬
）
の
も
と
喜
界
島
支
庁
が
発
足
す
る
。

明
治
（0
年
（
1
8
7
7
）
の
西
南
戦
争
を
経
て
、
明
治
（（
年
（
1
8
7
9
）
7
月
（
日
、
喜
界
島
で
喜
界
島
支
庁
が

廃
止
さ
れ
て
大
島
郡
の
出
張
所
が
置
か
れ
た
。
明
治
（5
年
（
1
8
8
2
）
（（
月
、
戸
長
役
場
区
画
改
正
に
よ
り
、
喜
界

島
は
従
来
の
6
間
切
が
3
間
切
に
統
合
さ
れ
た
。
明
治
（9
年
（
1
8
8
6
）
（
月
、
喜
界
島
が
南
西
部
の
湾
方
役
場
と

北
東
部
の
早
町
方
役
場
に
（
分
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
間
切
を
単
位
と
し
た
行
政
区
は
消
滅
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
（（

年
（
1
9
0
8
）
の
島
嶼
町
村
制
施
行
で
、
喜
界
島
は
全
域
が
喜
界
村
と
な
り
、
従
来
の
村
は
大
字
と
な
っ
た
。

第
4
章
　
問
題
の
所
在

喜
界
島
で
は
、
明
治
期
後
半
以
降
で
あ
れ
ば
、
人
口
等
の
地
域
差
（
集
落
差
）
の
分
析
が
可
能
で
あ
る（

（（
（

も
の
の
、
地

租
改
正
（
明
治
（（
〜
（6
年
（
1
8
7
9
〜
1
8
8
3
））
以
前
の
人
口
や
生
産
活
動
、
土
地
制
度
に
つ
い
て
は
、
集
落

単
位
の
数
量
的
な
デ
ー
タ
を
以
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
地
理
表
」
が
作
成
さ
れ
た
の
は
地
租
改
正
の
直

前
で
あ
る
か
ら
、「
地
理
表
」
の
記
載
か
ら
、
前
近
代
の
集
落
毎
の
生
産
活
動
や
土
地
利
用
が
正
確
に
読
み
取
れ
る
と

期
待
さ
れ
る
。

し
か
し
、「
地
理
表
」
に
は
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
、
奄
美
群
島
で
は
類
似
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す
る
資
料
の
報
告
例
が
な
い（

（1
（

た
め
、
そ
の
詳
細
な
制
作
背
景
や
真
贋
が
不
明
な
点
で
あ
る
。
弓
削
（
2
0
1
3
）
は
、

同
時
期
の
奄
美
群
島
の
他
資
料
を
紹
介
し
つ
つ
「
地
理
表
」
の
資
料
的
価
値
を
評
価
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
は
、
本

人
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
書
誌
的
紹
介
に
留
ま
る
内
容
で
あ
る
。
弓
削
の
評
価
材
料
に
は
、
藩
政
期
か
ら
明
治
期
に
か

け
て
の
喜
界
島
関
連
の
文
献
が
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
左
の
（
点
を
の
ぞ
い
て
、「
地
理
表
」
の
内
容
の
正
確
性
に
つ

い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
．
小
区
・
間
切
を
構
成
す
る
村
名
の
記
載
が
、
明
治
7
年
（
1
8
7
4
）
の
内
務
省
調
査
の
記
載
と
等
し
い
。

（
．「
地
理
表
」
の
書
式
が
、
戦
前
に
奄
美
群
島
か
ら
鹿
児
島
県
知
事
に
提
出
さ
れ
た
書
式
と
類
似
す
る
。

右
の
（
点
も
、
具
体
的
に
内
容
が
比
較
対
照
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
地
理
表
」
の
内
容
の
正
確
性
を
示
す

も
の
と
し
て
十
分
に
検
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
弓
削
自
身
が
提
唱
し
た
よ
う
に
、「
地
理
表
」
は
、
そ
の
内

容
の
理
解
と
分
析
を
通
し
て
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
信
頼
性
を
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
5
章
　
本
稿
の
目
的
と
調
査
手
法

他
に
類
例
も
な
く
、
伝
来
の
経
緯
も
不
明
な
「
地
理
表
」
は
、
現
時
点
で
は
信
頼
で
き
る
歴
史
資
料
で
は
な
い
。
将

来
的
に
「
地
理
表
」
を
生
産
活
動
の
地
域
差
の
分
析
に
使
用
す
る
事
前
準
備
と
し
て
、
信
頼
性
の
検
証
・
資
料
の
評
価

が
課
題
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
の
（
点
を
目
的
に
設
定
す
る
。
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①　

「
地
理
表
」
の
内
容
の
正
確
性
の
検
証

②　

各
村
の
労
働
力
の
明
確
化

目
的
①
に
関
し
て
は
、
様
々
な
分
析
の
過
程
で
、
同
時
代
の
他
資
料
と
の
比
較
を
通
し
て
総
合
的
に
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
本
稿
内
で
結
論
が
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
具
体
的
に
、
村
名
、
間
切
名
・
小
区
名
が
、
藩
政

期
か
ら
明
治
中
期
頃
の
他
の
歴
史
資
料
の
記
載
や
現
代
の
集
落
名
と
矛
盾
し
な
い
か
を
検
証
し
、
村
落
を
単
位
と
し
た

分
析
を
行
う
基
礎
作
業
と
位
置
付
け
る
。

目
的
②
は
、「
地
理
表
」
の
記
載
項
目
が
の
う
ち
、
村
落
の
生
産
力
を
決
定
す
る
指
標
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

基
礎
情
報
と
し
て
「
人
口
」
と
「
使
役
動
物
を
含
む
家
畜
の
頭
数
」
を
ま
と
め
る
作
業
と
す
る
。
当
時
の
奄
美
群
島
で

は
農
作
業
を
人
力
・
畜
力
に
頼
っ
て
い
た
た
め
、
農
業
生
産
力
の
大
小
は
、
人
口
と
使
役
動
物
の
数
に
よ
っ
て
大
き
く

規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
想
定
が
、
本
研
究
の
前
提
と
な
る
。

方
法
と
し
て
は
、「
地
理
表
」
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
値
を
村
ご
と
に
抜
き
出
し
て
一
覧
表
を
作
成
し
、
適
宜
、
同
時
代

の
他
の
歴
史
資
料
と
比
較
し
て
、「
地
理
表
」
の
内
容
に
不
自
然
な
点
が
な
い
こ
と
を
確
認
、
検
証
し
て
い
く
。
こ
れ

に
よ
り
「
地
理
表
」
を
検
証
・
評
価
し
つ
つ
、
明
治
（（
〜
（（
年
（
1
8
7
8
〜
79
）
の
喜
界
島
に
お
け
る
村
単
位
の
労

働
力
の
空
間
分
布
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
た
い
。
他
の
項
目
は
基
本
的
に
扱
わ
な
い
。

記
載
内
容
は
、
平
成
（（
年
（
2
0
1
2
）
に
喜
界
島
郷
土
研
究
会
が
北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

（
当
時
）
か
ら
取
得
し
た
複
製
か
ら
読
み
取
っ
た
。
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第
6
章
　
「
地
理
表
」
の
記
載
内
容

第
1
節
　
小
区
名
・
間
切
名
と
村
名

「
地
理
表
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
は
、
当
時
使
用
さ
れ
て
い
た
小
区
名
に
加
え
て
、
明
治
（
年
（
1
8
7
1
）
ま
で

使
用
さ
れ
て
い
た
間
切
名
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
喜
界
島
の
集
落
（
村
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
間
切
に
帰
属
し
て
い
た

の
か
に
つ
い
て
は
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』（

（1
（

が
詳
細
に
ま
と
め
て
い
る
ほ
か
、『
趣
味
の
喜
界
島
史
』
や
『
喜
界
町

誌
』
が
出
典
を
明
示
せ
ず
に
記
載
し
て
い
る
も
の
の
、「
地
理
表
」
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
一
次
資
料
を
以
っ
て

「
地
理
表
」
に
記
載
さ
れ
た
間
切
名
・
小
区
名
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
藩
政
期
か
ら
明
治
期

前
半
に
か
け
て
の
同
時
代
資
料
を
以
っ
て
、「
地
理
表
」
に
掲
載
さ
れ
た
村
名
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
所
属
す
る
間
切
・
小

区
名
が
正
確
で
あ
る
か
検
証
し
た
い
。

表
（
は
、「
地
理
表
」
と
、
弓
削
（
2
0
1
3
）
が
言
及
し
た
明
治
7
年
（
1
8
7
4
）
の
「
各
府
県
村
名
調
査
報

告
」（

（1
（

に
記
載
さ
れ
た
村
名
、
小
区
名
、
間
切
名
を
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
明
治
（5

年
（
1
8
8
2
）
に
鹿
児
島
県
が
内
務
省
地
理
局
に
提
出
し
た
「
鹿
兒
島
県
下
町
村
名
簿
」（

（1
（

記
載
の
村
名
も
記
載
し

た
。
時
代
が
遡
る
が
、『
島
津
家
文
書
』「
喜
界
島
帳
留
ノ
内
」（

（1
（

の
元
禄
5
年
（
1
6
9
2
）
付
の
覚（

（1
（

は
、
喜
界
島
で
6

名
の
与
人
が
担
当
す
る
村
々
を
列
挙
し
た
、
筆
者
が
把
握
す
る
限
り
で
は
唯
一
と
な
る
藩
政
期
の
資
料
で
あ
る
た
め
、

比
較
の
た
め
に
表
（
に
表
示
し
た
。
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表1：喜界島の村名一覧と、帰属する間切名・小区名
現在の
集落名

明治（（・（（年「地理表」 明治7年 明治（5年 元禄5年
調査年 小区 間切 村名 小区 間切 村名 村名 噯 担当 村名

湾
明治
（（年

一 湾

灣

一 湾

湾 湾

荒
木
与
人
と

湾間切
與人噯

湾
赤連 赤連 赤連 赤連 —
中里 中里 中里 中里 中里
川嶺

明治
（（年

川嶺 川嶺 川嶺 川岸
山田 山田 山田 山田 山田
羽里 羽里 羽黒 羽里 —
城久 城久 城久 城久 城ク
島中

二 西目

島中

二 西目

島中 島中

一
噯

細目與
人噯分

嶋中
大朝戸 朝戸 朝戸 朝戸 朝戸
西目 西目 西目 西目 細目
中熊 中熊 中熊 中熊 中濃
坂嶺 坂嶺 坂嶺 坂嶺 坂崩
中間

三 伊砂

中間

三 伊沙

中間 中間
伊砂與
人噯分

中間
滝川 瀧川 瀧川 滝川 瀧川
伊砂 伊砂 伊沙 伊砂 伊砂
伊実久 伊實久 伊實久 伊實久 伊佐根久
小野津

四
志
戸
桶

小野津
四

志
戸
桶

小野津 小野津

一
噯

志戸桶
與人噯
分

小野津
志戸桶

明治
（（年

志戸桶 志戸桶 志戸桶 志戸桶
佐手久 佐手久 佐手久 佐手久 佐手久
塩道

五 東

塩道

五 東

塩道 塩道

東與人
噯分

塩屋
早町 早町 早町 早町 早町
長嶺 長嶺 長嶺 長嶺 永嶺
白水 白水 白水 白水 白水
嘉鈍 嘉鈍 嘉鈍 嘉鈍 嘉鉄
阿伝 阿傳 阿傳 阿傳 嘉傳
花良治

六 荒木

花良治

六 荒木

花良治 花良治
湾
与
人
と

荒水與
人噯

□治
浦原 浦原 浦原 浦原 浦原
上嘉鉄 嘉鉄 嘉鉄 嘉鉄 嘉鉄
手久津久 手久津久 手久津久 手久津久 手久津
荒木 荒木 荒木 荒木 荒木
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結
果
、
間
切
名
と
小
区
名
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
村
々
は
、「
地
理
表
」
と
「
各
府
県
村
名
調
査
報
告
」
の
間
に
差

は
な
い
。
ま
た
、
漢
字
表
記
の
揺
れ
や
、
明
ら
か
な
誤
字
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
30
箇
村
の
村
名
は
い
ず
れ
も
、
現
在
の

集
落
（
島
嶼
町
村
制
施
行
以
降
の
大
字
）
名
に
対
応
す
る
。

興
味
深
い
の
は
、「
喜
界
島
帳
留
ノ
内
」
の
、
6
名
の
与
人
が
管
轄
す
る
こ
と
と
な
っ
た
村
々
の
内
訳
が
、
赤
連
と

羽
里
が
抜
け
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
、
明
治
初
期
の
間
切
・
小
区
を
構
成
す
る
村
々
と
一
致
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
元
禄
5
年
の
段
階
で
は
、
5
間
切
を
維
持
し
た
ま
ま
6
名
の
与
人
を
3
つ
の
噯
（
あ
つ
か
い
）（

（1
（

に
配
置
す
る
旨
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
伊
砂
間
切
が
誕
生
し
て
6
間
切
体
制
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。『
喜

界
町
誌
』
は
、
こ
れ
よ
り
後
の
元
禄
（5
年
（
1
7
0
2
）
献
上
の
「
元
禄
国
絵
図
」（

（1
（

で
、
喜
界
島
が
5
間
切
と
し
て
幕

府
に
報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
、
元
禄
（5
年
（
1
7
0
2
）
以
前
の
喜
界
島
は
5
間
切
で
あ
っ
た
と
し
て
い

る
。
か
つ
、『
喜
界
島
代
官
記
』
に
お
い
て
最
初
に
伊
砂
間
切
の
名
称
が
登
場
す
る
の
が
宝
永
5
年
（
1
7
0
8
）
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
6
間
切
へ
の
編
成
時
期
を
宝
永
5
年
（
1
7
0
8
）
以
前
と
す
る（

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
6
間
切

体
制
と
な
っ
て
い
た
は
ず
の
天
保
6
年
（
1
8
3
5
）
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
「
天
保
国
絵
図
」
で
も
、
喜
界
島
の
記

載
は
、「
正
保
国
絵
図
」「
元
禄
国
絵
図
」
と
同
じ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
同
時
に
作
成
さ
れ
て
い
た
「
天
保
郷

帳
」（

1（
（

に
お
い
て
も
、
喜
界
島
の
石
高
と
間
切
数
の
記
載
は
、
享
保
内
検
以
前
の
6
9
3
2
石
余
・
5
間
切
の
ま
ま
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
薩
摩
藩
が
幕
府
に
報
告
し
た
国
絵
図
・
郷
帳
に
記
載
さ
れ
た
喜
界
島
の
記
載
情
報
は
、
間
切
や
表
高
の

情
報
が
更
新
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
伊
砂
間
切
が
設
置
さ
れ
た
時
期
を
、
国
絵
図
の
記
載
か
ら
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求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
砂
間
切
が
成
立
し
た
の
は
元
禄
5
年
以
降
宝
永

5
年
以
前
（
1
6
9
2
〜
1
7
0
8
）
で
あ
り
、
か
つ
元
禄
5
年

（
1
6
9
2
）
時
点
で
既
に
6
間
切
体
制
の
素
地
と
な
る
6
与
人
の
配
置
が
完

成
し
て
い
た
、
と
い
う
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

右
の
通
り
、
元
禄
年
間
と
明
治
初
期
で
間
切
（
ま
た
は
与
人
の
噯
分
）
を
構

成
す
る
村
々
に
差
は
な
い
が
、
両
者
に
は
1
8
0
年
間
以
上
の
時
期
差
が
あ

る
。
次
は
、
こ
の
間
に
間
切
を
構
成
す
る
村
に
変
化
が
無
か
っ
た
と
こ
を
証
明

し
た
い
。
そ
こ
で
、
間
切
名
と
村
名
が
同
一
文
脈
に
明
記
さ
れ
る
、
宝
永
年
間

以
降
の
事
例
を
、
喜
界
島
関
連
資
料
か
ら
抜
き
出
し
て
み
た
（
表
（
）。
事
例

は
多
く
な
い
も
の
の
、
表
（
の
内
容
と
矛
盾
が
無
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま

り
、
伊
砂
間
切
設
置
以
降
の
6
間
切
は
、
藩
政
期
を
通
し
て
変
化
し
て
い
な
い

と
い
え
る
。

小
区
に
つ
い
て
は
、
（
例
だ
け
、
小
区
名
と
村
名
が
使
用
さ
れ
た
資
料
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
阿
伝
集
落
に
は
、
享
保
（（
年
（
1
7
2
8
）
の
畑
方

検
地
帳
の
写
本
「
阿
伝
村
畑
方
検
地
帳
」
が
伝
わ
る（

11
（

。
日
付
か
ら
大
正
6
年

（
1
9
1
7
）
の
写
と
推
測
さ
れ
る
こ
の
検
地
帳
に
は
、
阿
伝
が
「
地
理
表
」

表2：宝永年間以降の歴史資料における喜界島の村名・間切名
間切・小区名 村名 年 文献 出典（参考文献（一覧））

灣間切 灣村 宝暦（（年 喜界島代官記 参考文献（3, p.（35
西目間切 朝戸村 文化6年 喜界島代官記 参考文献（3, p.（56
東間切 嘉託（嘉鈍） 文化（0年 喜界島代官記 参考文献（3, p.（59
東間切 鹽道村 文政（年か 喜界島代官記 参考文献（3, p.（66
東間切 嘉鈍村 文政（年か 喜界島代官記 参考文献（3, p.（66
荒木間切 手久津久村 明治3年 喜界島代官記 参考文献（3, p.（9（
東間切 早町村 嘉永3年 喜界島泉家文書 参考文献（, p.97
荒木間切 嘉鉄村 嘉永3年 喜界島泉家文書 参考文献（, p.97
伊砂間切 瀧川村 嘉永3年 喜界島泉家文書 参考文献（, p.97
灣間切 山田村 嘉永3年 喜界島泉家文書 参考文献（, p.97
灣間切 灣村 明治7年 砂糖惣買上方法 参考文献（（, p.569
第五小区 阿伝村 大正6年（写） 阿伝村畑方検地帳 参考文献（3
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と
同
じ
「
喜
界
島
五
小
区　

阿
伝
村
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
地
理
表
」
記
載
の
小
区
の
記
載
の
正
確
さ
が
証

明
で
き
た
。

な
お
、「
地
理
表
」
に
記
載
さ
れ
た
村
と
、
現
在
の
喜
界
島
の
集
落
に
は
、
い
く
つ
か
の
差
異
が
あ
る
。
ま
ず
「
地

理
表
」
に
は
、
現
在
は
早
町
の
一
部
で
あ
る
長
嶺
が
独
立
し
た
村
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
現
在
は
区
長
が

置
か
れ
、
独
立
し
た
集
落
と
み
な
さ
れ
る
先
山
、
先
内
、
蒲
生
、
池
治
の
（
集
落
が
、「
地
理
表
」
に
お
い
て
は
独
立

し
た
項
目
が
無
い（

11
（

。
た
だ
し
、
蒲
生
は
花
良
治
村
の
項
目
に
「
花
良
治
村
出
村
蒲
生
ヘ
六
町
貮
拾
間
」
と
の
記
載
が
あ

り
、
池
治
は
、
赤
連
、
羽
里
、
中
間
、
島
中
の
各
村
の
項
目
に
同
じ
く
記
載
が
あ
る
（
図
（
）
た
め
、
村
落
と
し
て
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
山
と
先
内
に
関
し
て
は
「
地
理
表
」
に
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
両
者
は
無

人
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
無
い
。
前
述
の
「
鹿
兒
島
県
下
町
村
名
簿
」
に
は
、
村
を
構
成
す
る
字
名
も
列
挙
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
先
山
、
先
内
、
蒲
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
﨑
山
（
サ
キ
ヤ
マ
）」「
先
内
（
サ
キ
ナ
ヘ
）」「
蒲
生
田
水
（
カ

ム
ウ
タ
ミ
ツ
）」
と
い
う
字
名
で
記
録
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
つ
ま
り
、「
地
理
表
」
の
調
査
対
象
は
、
あ
く
ま
で
独
立
し
た
村

（
後
の
大
字
）
で
あ
り
、
村
を
構
成
す
る
字
（
小
字
）
は
、
記
述
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

第
2
節
　
人
口
と
戸
数

本
節
で
は
、
村
ご
と
の
人
口
と
、
喜
界
島
全
体
の
人
口
を
扱
う
。

ま
ず
、
村
ご
と
の
人
口
で
あ
る
が
、「
地
理
表
」
と
対
比
で
き
る
村
別
人
口
の
資
料
に
は
、
陸
軍
省
に
よ
る
明
治
（3
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年
（
1
8
9
0
）
（（
月
3（
日
調
査
の
「
徴
発
物
件
一
覧
表
」（

11
（

が
あ
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
（
表
3
）、
村
落
単
位
で

は
人
口
に
大
き
な
差
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
過
半
数
の
（6
箇
村
で
人
口
が
減
少
し
て
い
る
。
特
に
、

滝
川
で
は
（0
％
を
超
え
る
減
が
生
じ
て
い
る
が
、
逆
に
人
口
が
増
加
し
た
村
も
多
い
。
喜
界
島
全
体
の
人
口
に
つ
い

て
、「
地
理
表
」
の
総
人
口
は
（
万
5
4
0
6
人
で
あ
る
。
明
治
（3
年
（
1
8
9
0
）
の
人
口
は
（
万
5
5
8
9
人
な

の
で
、
明
治
（3
年
（
1
8
9
0
）
ま
で
の
（（
〜
（（
年
間
の
増
加
率
は
（
・
（
％
と
な
り
、
喜
界
島
全
体
で
1
8
3
人
増

加
し
て
い
る
。

次
に
、
こ
の
前
後
の
時
期
の
喜
界
島
の
人
口
動
態
に
着
目
す
る
。
嘉
永
5
年
（
1
8
5
2
）
か
ら
明
治
3
年

（
1
8
7
0
）
ま
で
の
（（
年
間
で
は
、
人
口
が
2
0
5
3
人
、
（（
・
9
％
増
加
し（

11
（

、
明
治
3
年
（
1
8
7
0
）
か
ら
同

6
年
（
1
8
7
3
）
ま
で
の
3
年
間
で
は
、
人
口
が
1
0
0
7
人
増
加
し
て
お
り（

11
（

、
増
加
率
は
（
年
間
で
7
・
（
％
で

あ
る
。
更
に
、
明
治
6
年
（
1
8
7
3
）
か
ら
、「
地
理
表
」
が
書
か
れ
た
明
治
（（
〜
（（
年
（
1
8
7
8
〜
79
）
ま
で

の
わ
ず
か
5
〜
6
年
間
で
1
4
9
4
人
、
（0
・
7
％
と
い
う
大
き
な
人
口
の
伸
び
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
先

述
の
「
徴
発
物
件
一
覧
表
」
は
明
治
33
年
（
1
9
0
0
）
（（
月
3（
日
調
査（

11
（

と
明
治
35
年
（
1
9
0
2
）
（（
月
3（
日
調
査（

11
（

の
デ
ー
タ
が
あ
る
が
、
明
治
（3
年
（
1
8
9
0
）
か
ら
明
治
33
年
（
1
9
0
0
）
ま
で
の
（（
年
間
で
1
7
9
6
人
、

（（
・
5
％
も
増
加
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
地
理
表
」
が
作
ら
れ
て
か
ら
明
治
（3
年
（
1
8
9
0
）
ま
で
の
（（
〜
（（
年

間
の
人
口
増
加
率
だ
け
が
、
前
後
の
時
期
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
低
い
と
い
え
る
。

こ
の
一
時
的
な
増
加
率
の
鈍
化
と
、
多
く
の
村
で
の
人
口
減
の
要
因
は
、
今
後
も
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
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表3：村別人口・総人口の変遷
現在の
集落名

嘉永5年
（人）

明治3年
（人）

明治6年
（人）

明治（（・（（年
（人）

明治（3年
（人）

明治33年
（人）

明治35年
（人）

明治（（・（（年
〜明治（3年の

増加率
湾 （,（（（ （,（（7 （,（（（ （,（60 -0.6
赤連 9（（ 93（ 96（ 9（7 （.3
中里 73（ 677 700 7（（ -7.（
川嶺 503 5（（ 9（3 6（3 （.9
山田 （03 （0（ （（5 （（5 （.0
羽里 3（0 306 337 356 -（.3
城久 （00 3（（ 379 3（（ -3.0
島中 3（（ 36（ （07 （（9 7.6
大朝戸 375 （（0 （（（ （（9 （（.0
西目 （（（ （6（ （76 （90 -9.（
中熊 （67 （（7 （97 306 7.5
坂嶺 5（7 （9（ 5（（ 557 -（.（
中間 3（7 30（ 3（5 3（（ -7.0
滝川 （（3 （（5 （（6 （3（ -（3.（
伊砂 （57 （（9 （（5 （（（ -5.（
伊実久 （7（ （5（ （75 （（（ -（.（
小野津 （,0（7 （,（69 （,366 （,39（ 7.5
志戸桶 （,（30 （,（07 （,（（6 （,（67 -（.0
佐手久 （9（ （69 （9（ 50（ -5.（
塩道 3（5 335 393 （3（ 6.3
早町 （（3 （（（ （（（ （（（ （.（
長嶺 7（ （（ 9（ （9 5.（
白水 （（（ （（（ 300 3（（ -0.7
嘉鈍 （（（ （（3 （60 （（（ -（.3
阿伝 （（9 （97 606 659 （0.7
花良治 5（0 557 69（ 766 9.（
浦原 753 7（（ 770 76（ -（.5
上嘉鉄 （,00（ （,03（ （,（65 （,（67 3.（
手久津久 679 65（ 7（7 700 -（.0
荒木 （,0（（ （,（（（ （,（30 （,（95 （0.3
合計（人） （0,（5（ （（,905 （3,9（（ （5,（06 （5,5（9 （7,3（5 （7,6（7 （.（
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え
、
全
体
的
に
「
地
理
表
」
記
載
の
人
口
は
、
嘉
永
5
年
（
1
8
5
2
）
か
ら
明
治
35
年
（
1
9
0
2
）
に
か
け
て
増

加
し
て
い
く
人
口
推
移
の
範
疇
か
ら
は
外
れ
て
お
ら
ず
、
（（
〜
（（
年
後
の
陸
軍
省
の
調
査
成
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

も
、
概
ね
妥
当
な
数
字
な
た
め
、
信
頼
で
き
る
内
容
と
み
な
せ
る
。

「
地
理
表
」
に
は
戸
数
も
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
人
口
を
補
足
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
本
節
で
紹
介
す
る
。
村
別
の

戸
数
を
表
（
に
示
し
た
。
全
島
合
計
は
3
0
0
0
戸
で
、
人
口
を
こ
の
戸
数
で
割
る
と
、
（
戸
あ
た
り
の
平
均
人
数

は
、
村
ご
と
に
3
・
（
〜
6
・
（
人
と
差
は
あ
る
も
の
の
、
四
分
位
範
囲
を
算
出
す
る
と
、
（
戸
あ
た
り
（
・
（
〜

5
・
5
人
で
、
30
集
落
の
中
央
値
は
同
5
・
（7
人
、
喜
界
島
全
体
で
は
同
5
・
（（
人
で
あ
る
。
村
ご
と
の
人
口
と
戸
数

の
相
関
係
数
は
0
・
97
と
非
常
に
強
い
。

人
口
と
戸
数
両
方
の
記
録
が
あ
る
嘉
永
5
年
（
1
8
5
2
）
と
明
治
3
年
（
1
8
7
0
）、
明
治
（3
年

（
1
8
9
0
）、
明
治
33
年
（
1
9
0
0
）、
明
治
35
年
（
1
9
0
2
）
の
（
戸
あ
た
り
の
平
均
人
数
を
算
出
し
て
み
た

（
表
（
）（

11
（

。
人
口
と
異
な
り
、
戸
数
は
増
加
と
減
少
を
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
の
、
（
戸
あ
た
り
の
人
数
は
、
年
を
経
る

ご
と
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、「
地
理
表
」
か
ら
算
出
し
た
（
戸
あ
た
り
の
人
数
（
5
・
（（

人
）
は
、
こ
の
増
加
傾
向
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
る
。

第
3
節
　
獣
禽

「
地
理
表
」
の
「
獣
禽
」
に
記
載
が
あ
る
の
は
、
牛
、
馬
、
豚
、
野
牛
、
犬
、
猫
、
鶏
、
家
鴨
（
ア
ヒ
ル
）
で
あ
る
。
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表4：村別戸数・総戸数の変遷
現在の
集落名

嘉永5年
（戸）

明治3年
（戸）

明治（（・（（年
（戸）

明治（3年
（戸）

明治33年
（戸）

明治35年
（戸）

（戸あたり人数
（明治（（・（（年）

湾 （（9 （3（ （5（ （3（ 5.（3
赤連 （70 （（0 （03 （（（ 5.（（
中里 （3（ （（7 （36 （（3 5.（（
川嶺 90 （（ （0（ （07 5.59
山田 （0 （0 （5 （6 5.（5
羽里 63 63 6（ 70 （.9（
城久 77 67 7（ 76 5.（9
島中 （（ 7（ （（ （5 3.（9
大朝戸 99 9（ （（ 73 3.79
西目 36 （3 （0 3（ 5.03
中熊 60 55 5（ 36 （.（5
坂嶺 （0（ （0（ 9（ 7（ 5.（（
中間 6（ 66 57 （（ 5.（（
滝川 （（ 37 （（ （3 5.（0
伊砂 39 33 33 （（ （.03
伊実久 99 99 95 75 （.77
小野津 （（3 （0（ （9（ （0（ 5.（0
志戸桶 （（3 （03 （0（ （（（ 5.3（
佐手久 （07 9（ 9（ （（ （.6（
塩道 7（ 60 60 60 （.3（
早町 （0 57 5（ 5（ 5.5（
長嶺 （（ （5 （7 7 5.57
白水 5（ 53 （9 （0 5.（6
嘉鈍 79 7（ 70 69 5.59
阿伝 7（ （0 （6 90 6.（（
花良治 90 （00 9（ （0（ 5.67
浦原 （3（ （（5 （（5 （（（ 5.75
上嘉鉄 （63 （73 （（（ （99 6.（（
手久津久 （77 （（6 （（3 （09 3.（（
荒木 （75 （（6 （05 （66 5.79
合計（戸） （,（36 （,5（5 3,000 （,9（（ 3,0（9 （,（0（
（戸あたり
人数 5.0（ 5.（3 5.（（ 5.3（ 5.70 6.30
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ま
ず
「
野
牛
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
明
治
期
の
喜
界
島
で
「
ヤ
ギ
」
を
意
味
し
た
単
語
で

あ
る
。
根
拠
と
し
て
は
、
明
治
（9
年
（
1
8
9
6
）
以
降
の
阿
伝
村
の
記
録
を
活
字
化
し
た
『
喜
界
島
阿
傳
村
立
帳
』

で
、
同
村
出
身
の
岩
倉
市
郎
が
、
野
牛
と
い
う
記
載
に
山
羊
と
注
釈
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る（

1（
（

。
加
え
て
、「
南
島
誌
」

の
喜
界
島
と
奄
美
大
島
の
項
で
は
、
ヤ
ギ
は
「
山
羊
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
琉
球
に
ヤ
ギ
を
移
出
し
て
い
た

沖
永
良
部
島
の
項
で
は
「
野
牛
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
徳
之
島
の
項
で
は
「
野
牛
（
山
羊
カ
）」
と
記
載
さ
れ
て
い

る（
11
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
「
野
牛
」
は
、
当
時
の
奄
美
群
島
の
、
少
な
く
と
も
一
部
の
島
民
間
で
使
用
さ
れ
て
い
た
漢
字
表

記
で
あ
り
、
東
京
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
大
蔵
省
の
役
人
に
と
っ
て
は
馴
染
み
が
な
い
表
記
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

表
5
は
、「
地
理
表
」
記
載
の
獣
禽
の
頭
数
を
村
ご
と
に
ま
と
め
、
全
島
で
合
計
し
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
れ
が
妥
当

な
数
値
で
あ
る
の
か
、
比
較
検
討
で
き
る
資
料
に
は
、「
南
島
誌
」
と
、
や
や
古
い
が
享
保
内
検
時
の
デ
ー
タ
が
あ
る
。

享
保
内
検
の
結
果
は
、「
大
御
支
配
次
第
帳
」（

11
（

に
牛
と
馬
の
頭
数
の
記
載
が
あ
り
、「
南
島
誌
」
は
、
喜
界
島
の
走
獣

に
、
牛
、
馬
、
豚
、
山
羊
、
犬
、
猫
を
挙
げ
、
こ
の
う
ち
牛
、
馬
、
豚
の
全
島
合
計
数
を
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
先

述
の
陸
軍
省
の
「
徴
発
物
件
一
覧
表
」（
明
治
（3
年
（
1
8
9
0
）
調
査
）（

11
（

に
は
牛
馬
の
頭
数
の
記
録
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
数
値
も
表
5
下
部
に
記
載
し
た
。

ま
ず
気
が
付
く
の
は
、
明
治
6
年
（
1
8
7
3
）
か
ら
の
5
〜
6
年
間
で
、
牛
と
豚
は
約
3
割
、
馬
に
至
っ
て
は
9

割
近
く
も
頭
数
が
増
加
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
次
に
、
馬
と
牛
の
割
合
に
着
目
す
る
と
「
地
理
表
」
の
記
載
は
、
牛
よ

り
馬
の
占
め
る
割
合
が
や
や
高
く
、
明
治
6
年
（
1
8
7
3
）
と
享
保
（（
年
（
1
7
2
6
）
の
値
は
、
反
対
に
牛
の
割
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表5：明治11・12年の村別獣禽数と他時期との比較
現在の
集落名 牛 馬 豚 犬 猫 野牛

（山羊） 鶏 家鴨
（鶩）

湾 （03 （（0 9（ （5 7 5 （00 （
赤連 6（ （（0 60 （0 （5 5 3（0
中里 70 75 （（ 3 （5 （ 3（5 （
川嶺 35 63 3（ 9 （0 （ （7（
山田 （5 （（ （7 3 （ 36
羽里 （9 （（ （（ 3 （0 （ 5（
城久 3（ 5（ （6 （ 5 空欄
島中 30 （5 50 3 5 （0（
大朝戸 35 （（ 57 3 （ （00
西目 （5 （5 （0 （ （ 50
中熊 （3 3（ （0 （ （ （00
坂嶺 （（ 37 53 3 3 （05
中間 （9 （0 空欄 （0 5 59
滝川 （0 （5 （5 （0 3 空欄 55 （
伊砂 （0 30 （9 （0 5 39
伊実久 96 57 （3 （（ （（7 5
小野津 （3（ （65 （70 5 （ （50
志戸桶 （30 （60 55 5（ 6 （ 空欄
佐手久 30 60 （3 （0 3 空欄
塩道 3（ 35 35 （6 7 6（ （
早町 （0 （5 （（ 3 （ 30
長嶺 5 5 （（ （ （ 30
白水 （（ （（ （0 5 （ （0 （
嘉鈍 （0 60 3（ （3 5 （（0 3
阿伝 35 55 30 （（ （ （（5
花良治 （3 60 30 （（ （ （50
浦原 （6 60 50 5 （ （70 7
上嘉鉄 （00 （30 （35 （ （0 （（0
手久津久 99 （（6 （30 （5 （5 350 （
荒木 95 （0 （35 （0 35 （ （（0 （5
合計 （,（（6 （,795 （,（0（ 33（ （（7 （9 （,0（7 50
明治（3年 73（ （,9（0
明治 6 年 （,099 95（ （,（（（ 数値なし 数値なし 数十 数値なし 数値なし
享保（（年 （,（3（ （,07（
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合
が
や
や
高
い
。
明
治
（3
年
（
1
8
9
0
）
の
調
査
時
に
は
馬
の
頭
数
が
更
に
増
加
し
て
い
る
反
面
、
牛
が
半
減
し
、

7
割
以
上
を
馬
が
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
や
や
新
し
く
な
る
が
、
明
治
（（
年
（
1
9
0
8
）
の
統
計
調
査（

11
（

で
は
、
牛

5
2
1
頭
に
対
し
て
馬
2
5
2
9
頭
と
、
馬
の
割
合
が
（
割
を
超
え
て
い
る
。

以
上
、
喜
界
島
で
は
、
使
役
動
物
と
し
て
の
牛
馬
の
割
合
が
、
明
治
期
を
通
し
て
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
分
か

る
。
藩
政
期
に
は
、
牛
の
割
合
が
馬
よ
り
も
や
や
多
か
っ
た
も
の
の
、
明
治
6
年
（
1
8
7
3
）
以
降
の
数
年
間
で
、

馬
の
頭
数
が
急
増
し
た
結
果
、
馬
の
割
合
が
高
く
な
り
、
明
治
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
急
激
に
馬
の
割
合
が
増
加
し

て
い
る
。「
地
理
表
」
の
数
値
は
、
牛
馬
の
割
合
が
逆
転
し
て
い
く
様
子
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

「
地
理
表
」
記
載
の
30
箇
村
で
唯
一
、
羽
里
村
の
項
目
に
は
「
獣
総
計
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
鶏
を
除
く
家
畜
の
頭

数
の
合
計
を
記
載
し
て
い
る
（
図
（
）。
こ
の
こ
と
か
ら
「
地
理
表
」
は
、
鳥
類
と
四
足
獣
の
総
計
を
分
け
て
把
握
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

第
7
章
　
考
察

本
章
で
は
、
第
5
章
で
設
定
し
た
（
つ
の
目
的
を
検
証
す
る
。

目
的
①
：
「
地
理
表
」
の
内
容
の
検
証

間
切
名
、
小
区
名
、
村
名
、
人
口
、
戸
数
、
家
畜
数
に
絞
っ
て
「
地
理
表
」
の
内
容
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
、「
地
理
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表
」
の
内
容
は
、
藩
政
期
か
ら
明
治
中
期
頃
に
か
け
て
の
他
資
料
の
内
容
と
矛
盾
し
て
お
ら
ず
、
お
お
む
ね
整
合
性
が

と
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

「
地
理
表
」
の
執
筆
過
程
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
る
。「
地
理
表
」
の
記
載
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
村
ご

と
に
筆
跡
が
顕
著
に
異
な
る
。
よ
っ
て
、「
地
理
表
」
は
、
村
ご
と
に
記
入
者
が
異
な
る
可
能
性
が
高
い（

11
（

。
加
え
て
、

「
地
理
表
」
の
記
載
内
容
は
、
村
ご
と
に
表
の
形
態
や
表
記
単
位
に
差
が
あ
る
（
北
島
・
勇
2
0
1
3
）。
こ
れ
ら
の
点

か
ら
、「
地
理
表
」
の
も
と
と
な
っ
た
調
査
は
、
基
本
的
な
調
査
項
目
が
設
定
さ
れ
た
う
え
で
、
各
村
に
委
ね
ら
れ
た

計
量
や
調
査
と
な
り
、
そ
れ
が
特
定
の
集
計
者
に
よ
る
修
正
を
介
さ
ず
に
ま
と
め
ら
れ
た
た
め
、
記
載
内
容
に
ば
ら
つ

き
が
生
じ
た
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
地
理
表
」
は
後
世
の
写
本
で
は
な
く
、
原
本
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高

い
。ま

た
、
ヤ
ギ
が
「
山
羊
」
で
は
な
く
、
専
ら
地
元
で
使
用
さ
れ
て
い
た
「
野
牛
」
と
い
う
表
記
で
記
さ
れ
て
い
る
点

も
、「
地
理
表
」
が
地
元
喜
界
島
の
人
物
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
現
時
点
で
「
地
理
表
」
は
、
信
頼
で
き
る
歴
史
資
料
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

検
証
は
、「
地
理
表
」
を
用
い
た
様
々
な
分
析
を
通
し
て
総
合
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
稿
で
完
結
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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目
的
②
：
各
村
の
労
働
力
の
明
確
化

本
稿
で
分
析
し
た
内
容
で
生
産
活
動
に
関
わ
る
の
は
、
人
口
と
、
畜
力
と
な
る
使
役
動
物
の
頭
数
で
あ
る
。
ま
ず

は
、
当
時
の
喜
界
島
で
使
役
動
物
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
蔵
省
調
査

「
南
島
誌
」
で
は
、
大
島
、
徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
の
項
に
て
、
耕
作
は
主
に
牛
を
用
い
、
馬
は
荷
物
の
運
搬
に
用
い

る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
喜
界
島
の
項
に
は
「
諸
島
ニ
同
シ
」
等
と
あ
り
、
良
馬
の
産
地
で
あ
る
こ
と

以
外
に
具
体
的
な
記
載
が
な
い
が（

11
（

、
明
治
初
期
に
薩
摩
藩
が
喜
界
島
で
農
業
指
導
を
行
っ
た
際
、
牛
を
用
い
て
田
畑
を

耕
す
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
喜
界
島
の
農
村
を
再
建
し
た
与
人
、
泉
禎
民
（
寬
政
（0
年
（
1
7
9
8
）
生

ま
れ
）
の
功
績
を
記
し
た
書（

11
（

に
は
、
生
活
に
困
窮
し
た
山
田
村
の
村
民
の
窮
状
が
「
〜
牛
馬
家
財
は
勿
論
、
妻
子
迄
も

賣
拂
い
〜
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
泉
は
自
身
の
牛
馬
を
村
民
に
貸
し
出
し
て
農
作
業
を
勧
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、
今

回
分
析
で
き
る
獣
禽
で
、
畜
力
と
な
る
の
は
牛
と
馬
で
あ
る
。

第
6
章
で
は
、
享
保
年
間
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
喜
界
島
で
は
牛
と
馬
の
頭
数
は
ほ
ぼ
等
し
か
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
本
章
で
は
、
主
に
耕
作
に
用
い
ら
れ
た
牛
と
、
主
に
輸
送
に
用
い
ら
れ
た
馬
の
頭
数
の
合
計
が
、
島
民

が
農
作
業
を
主
と
す
る
生
産
活
動
に
利
用
で
き
た
畜
力
で
あ
る
と
み
な
し
、
人
口
比
を
算
出
し
て
み
る
。
も
ち
ろ
ん
人

口
に
も
牛
馬
の
頭
数
に
も
労
働
に
適
さ
な
い
、
従
事
し
な
い
個
体
数
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
理
論
上
の
数
値
で
あ
る
。

「
地
理
表
」
で
算
出
し
た
喜
界
島
の
人
口
は
（
万
5
4
0
6
人
、
牛
馬
の
合
計
は
3
2
8
1
頭
な
の
で
、
ひ
と
り
あ



199 奄美群島喜界島における明治初期の村別人口と家畜

た
り
約
0
・
（（
頭
の
牛
馬
が
利
用
で
き
る
計
算
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
約
（
・
7
人
で
牛
馬
（
頭
を
使
用
で
き

る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
牛
馬
は
、
個
人
と
い
う
よ
り
家
々
が
所
持
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
か
ら
、
人

口
で
は
な
く
戸
数
3
0
0
0
で
割
る
と
、
各
戸
に
牛
馬
が
（
・
09
頭
存
在
す
る
計
算
に
な
る
。
大
蔵
省
が
、
明
治
初
期

の
喜
界
島
で
は
牛
馬
を
3
〜
（
頭
以
上
有
す
る
家（

1（
（

は
上
等
、
（
〜
（
頭
有
す
る
家
を
下
等
と
記
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
も（

11
（

、
各
戸
に
平
均
（
頭
以
上
と
い
う
値
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
頭
数
の
地
域
差
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
（
人
あ
た
り
お
よ
び
（
戸
あ
た
り
の
牛
馬
の
頭
数
に
は
、
村
ご
と
の

差
が
認
め
ら
れ
る
（
表
6
）。
し
か
し
、
四
分
位
範
囲
を
算
出
し
て
み
る
と
、
（
人
あ
た
り
0
・
（6
〜
0
・
（3
頭
お
よ

び
（
戸
あ
た
り
0
・
（5
〜
（
・
（（
頭
に
な
り
、
多
く
の
村
で
は
、
そ
こ
ま
で
大
き
な
村
間
格
差
は
無
い
。
村
ご
と
の
牛

馬
の
頭
数
と
の
相
関
係
数
は
、
村
の
人
口
（
0
・
93
）
も
村
の
戸
数
（
0
・
95
）
も
非
常
に
高
い
た
め
、
明
治
（（
〜
（（

年
（
1
8
7
8
〜
79
）
の
喜
界
島
に
お
い
て
は
、
村
ご
と
の
使
役
動
物
の
頭
数
は
人
口
・
戸
数
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
（

—

（
・
（

—

（
）。
こ
れ
は
、
牛
馬
は
耕
作
時
等
に
畜
力
と
な
り
う
る
反
面
、
そ
の
維
持

に
は
飼
葉
や
飼
料
と
な
る
サ
ツ
マ
イ
モ
の
確
保
が
必
要
な
た
め（

11
（

、
人
口
規
模
を
大
き
く
超
え
た
数
の
牛
馬
を
養
う
こ
と

が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
牛
馬
を
人
口
に
比
し
て
多
く
所
有
し
て
い
る
村
で
は
、
生
産
活
動

に
対
し
て
、
よ
り
多
く
の
牛
馬
を
利
用
で
き
る
反
面
、
そ
の
牛
馬
の
維
持
に
も
多
く
の
労
力
を
割
く
必
要
が
あ
っ
た
、

と
い
う
推
測
で
あ
る
。
人
口
と
牛
馬
の
強
い
相
関
関
係
か
ら
は
、
当
時
の
喜
界
島
に
つ
い
て
、
牛
馬
を
多
く
所
有
し
た

こ
と
で
他
村
よ
り
も
突
出
し
て
高
い
生
産
力
を
有
し
て
い
た
村
の
存
在
は
、
想
定
し
に
く
い
。
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表6：明治11・12年の村別牛馬比率と1人あたり・1戸あたりの牛馬頭数
現在の集落名 牛（頭） 馬（頭） 牛馬合計 馬の割合 （人あたり 

の牛馬頭数
（戸あたり 
の牛馬頭数

湾 （03 （（0 （（3 63.6 0.（5（ （.（9（
赤連 6（ （（0 （7（ 63.（ 0.（（9 （.0（（
中里 70 75 （（5 5（.7 0.（9（ （.0（（
川嶺 35 63 9（ 6（.3 0.（95 （.0（9
山田 （5 （（ （6 （（.3 0.（5（ （.300
羽里 （9 （（ 6（ 6（.9 0.（97 0.96（
城久 3（ 5（ 90 57.（ 0.（（5 （.（69
島中 30 （5 （5 33.3 0.（3（ 0.5（（
大朝戸 35 （（ 57 3（.6 0.（5（ 0.576
西目 （5 （5 （0 37.5 0.（（（ （.（（（
中熊 （3 3（ 55 5（.（ 0.（06 0.9（7
坂嶺 （（ 37 （5 （3.5 0.（6（ 0.（（（
中間 （9 （0 39 5（.3 0.（（9 0.609
滝川 （0 （5 35 （（.9 0.（6（ 0.（5（
伊砂 （0 30 （0 75.0 0.（55 （.0（6
伊実久 96 57 （53 37.3 0.3（（ （.5（5
小野津 （3（ （65 303 5（.5 0.（79 （.（（3
志戸桶 （30 （60 （90 55.（ 0.（57 （.36（
佐手久 30 60 90 66.7 0.（（（ 0.（（（
塩道 3（ 35 69 50.7 0.（（9 0.95（
早町 （0 （5 35 （（.9 0.（57 0.（75
長嶺 5 5 （0 50.0 0.（（（ 0.7（（
白水 （（ （（ 39 （6.（ 0.（37 0.7（（
嘉鈍 （0 60 （00 60.0 0.（（6 （.（66
阿伝 35 55 90 6（.（ 0.（00 （.（50
花良治 （3 60 （03 5（.3 0.（0（ （.（（（
浦原 （6 60 （06 56.6 0.（（（ 0.（09
上嘉鉄 （00 （30 （30 56.5 0.（30 （.（（（
手久津久 99 （（6 （（5 5（.0 0.3（7 （.（（5
荒木 95 （0 （75 （5.7 0.（73 （.000
合計 （,（（6 （,795 3,（（（ 5（.7 0.（（3 （.09（
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最
後
に
、
馬
と
牛
の
違
い
に
つ
い
て
、
牛
馬
に
占
め
る
馬
の
割
合
を
村
ご
と
に

算
出
す
る
と
（
表
6
）、
33
・
3
〜
75
・
0
％
（
四
分
位
範
囲
：
（（
・
（
〜
59
・

6
％
）
と
、
村
間
の
格
差
が
大
き
い
。
つ
ま
り
、
馬
の
割
合
が
特
に
高
い
村
と
、

牛
の
割
合
が
特
に
高
い
村
が
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
こ
の
差
異
に
つ
い
て
は
特

に
追
求
せ
ず
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

本
稿
は
、
地
租
改
正
以
前
の
喜
界
島
に
お
け
る
前
近
代
の
生
産
活
動
の
地
域
差

分
析
に
「
地
理
表
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
う
え
で
、「
地
理
表
」
の
信

頼
性
の
検
証
・
資
料
の
評
価
を
課
題
と
し
、
目
的
を
（
つ
設
定
し
て
「
地
理
表
」

の
内
容
を
分
析
し
た
。

目
的
①
は
、
内
容
の
検
証
で
あ
る
。
間
切
名
、
小
区
名
、
村
名
、
人
口
、
戸
数
、

獣
禽
の
記
載
内
容
は
、
藩
政
期
〜
明
治
中
期
頃
の
他
の
歴
史
資
料
の
内
容
と
矛
盾

が
な
く
、
妥
当
な
内
容
で
あ
る
。
ま
た
「
地
理
表
」
は
、
村
落
単
位
の
人
口
、
戸

数
、
家
畜
（
獣
禽
）
数
の
統
計
値
と
し
て
は
、
現
存
す
る
喜
界
島
最
古
の
資
料
で

図4 -1：�明治11・12年の村毎の人
口と牛馬頭数の相関関係

図4 -2：�明治11・12年の村毎の戸
数と牛馬頭数の相関関係
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あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
村
ご
と
に
記
入
者
が
異
な
る
可
能
性
が
高
い
点
、
奄
美
で
用
い
ら
れ
た
表
記
が
使
用
さ
れ

て
い
る
点
か
ら
、「
地
理
表
」
が
喜
界
島
支
庁
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
一
次
資
料
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
も
の
の
、

こ
れ
ら
は
「
地
理
表
」
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
本
稿
の
結
果
の
み
を
も
っ
て
、「
地
理

表
」
を
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
今
後
も
、
内
容
の
分
析
を
通
し
て
「
地
理
表
」
の
検
証
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ

る
。目

的
②
は
、
各
村
の
労
働
力
の
明
確
化
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
労
働
力
を
人
口
と
牛
馬
の
頭
数
か
ら
な
る
と
み
な

し
、
そ
の
村
別
分
布
を
明
確
化
し
た
。
結
果
、
人
口
・
戸
数
と
牛
馬
の
頭
数
に
は
強
い
相
関
関
係
が
あ
り
、
人
口
に
対

す
る
牛
馬
の
頭
数
に
顕
著
な
村
落
格
差
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

「
地
理
表
」
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
信
頼
性
が
、
あ
る
程
度
は
検
証
で
き
た
た
め
、
次
稿
で
は
、
本
稿
の
成
果
を
以

て
「
地
理
表
」
に
記
載
さ
れ
た
農
産
物
等
や
石
高
の
分
析
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

附
記

「
地
理
表
」
の
存
在
は
、
小
川
正
人
氏
（
当
時
：
北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
か
ら
、
町
健
次
郎

氏
（
瀬
戸
内
町
図
書
館
・
郷
土
館
）、
弓
削
政
己
氏
（
喜
界
島
郷
土
研
究
会
）
を
介
し
て
喜
界
島
郷
土
研
究
会
に
情
報

提
供
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
喜
界
町
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
臨
時
職
員
（
当
時
）
と
し
て
筆
者
が
来
島
し
た
ご
縁

で
、
こ
の
た
び
「
地
理
表
」
を
分
析
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
喜
界
島
郷
土
研
究
会
の
方
々
、
特
に
勇
勝
美
氏
、
北
島
公
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一
氏
に
は
、
拙
稿
執
筆
を
快
諾
し
て
頂
い
た
ば
か
り
か
、
画
像
や
情
報
も
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
校
正
で
は
、
重

松
希
美
氏
の
協
力
を
得
ま
し
た
。
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
他
、「
地
理
表
」
分
析
に
多
く
の
方
々
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
次
稿
の
内
容
に
関
わ
る
た

め
、
本
稿
の
附
記
で
は
ご
芳
名
を
省
略
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

【
参
考
文
献
（
一
覧
）】

（
．
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
（
編
）
1
9
3
9
『
喜
界
島
代
官
記　

喜
界
島
調
査
資
料
第
二
』

（
．
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
（
編
）
1
9
4
0
『
喜
界
島
阿
傳
村
立
帳　

喜
界
島
調
査
資
料
第
三
』

3
．
鹿
兒
島
縣
大
島
々
廳
1
9
1
0
『
明
治
四
十
一
年
鹿
児
島
県
大
島
郡
統
計
書
』

（
．
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
（
編
）
2
0
0
5
『
鹿
児
島
県
史
料　

薩
摩
藩
法
令
史
料
集
二
』
鹿
児
島
県

5
．
喜
界
町
誌
編
纂
委
員
会
（
編
）
2
0
0
0
『
喜
界
町
誌
』
喜
界
町

6
．
北
島
公
一
・
勇
勝
美
（
編
）
2
0
1
3
『
喜
界
島
郷
土
研
究
会
会
報
い
し
づ
み　

別
冊
Ⅱ 

喜
界
島
各
村
地
理
表　

明
治

十
一
、十
二
年
の
喜
界
島
情
勢
資
料
』
喜
界
島
郷
土
研
究
会

7
．
小
林
茂
・
中
村
和
郎
・
森
脇
広
・
中
井
達
郎
1
9
8
4
「
奄
美
諸
島
の
石
灰
岩
台
地
と
伝
統
的
環
境
利
用
」『
人
類
科
学
』
36
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（
．
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
「
天
保
国
絵
図　

琉
球
国
（
大
島
）」

https://w
w
w
.digital.archives.go.jp/D

A
S/pickup/view

/detail/detailA
rchives/0303000000_8/0000000321/00

9
．
竹
内
譲
1
9
6
0
『
趣
味
の
喜
界
島
史　

増
補
改
訂
版
』
黒
潮
文
化
会

（0
．
竹
内
譲
1
9
6
9
『
喜
界
島
の
民
俗
』
黒
潮
文
化
会

（（
．
地
理
局
編
纂
物
刊
行
会
（
編
）
1
9
8
6
『
明
治
前
期
全
国
村
名
小
字
調
査
書
』
第
5
巻　

ゆ
ま
に
書
房

（（
．
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
2
0
0
0
「REEL N
o. 

島
津
家
本

—

0
1
2
0
」『
島
津
家
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
（
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
資
料
）

（3
．
野
見
山
温
（
編
）
1
9
6
9
『
福
岡
大
学
研
究
所
資
料
叢
書
第
（
冊　

道
之
島
代
官
記
集
成
』
福
岡
大
学
研
究
所

（（
．
林
蘇
喜
男
1
9
9
4
「
薩
摩
藩
下
の
徳
之
島
に
お
け
る
行
政
区
域
名
「
噯
（
あ
つ
か
い
）」
に
つ
い
て
」『
奄
美
博
物
館
紀
要
』
（

（5
．
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
（
編
）
1
9
9
0
a
『
明
治
徴
発
物
件
表
集
成
第
（（
巻　

徴
発

物
件
一
覧
表　

明
治
（（
年
（
（
）』
レ
ク
ス
出
版

（6
．
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
（
編
）
1
9
9
0
b
『
明
治
徴
発
物
件
表
集
成
第
（（
巻　

徴
発

物
件
一
覧
表　

明
治
（（
年
（
5
）』
レ
ク
ス
出
版

（7
．
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
（
編
）
1
9
9
0
c
『
明
治
徴
発
物
件
表
集
成
第
（6
巻　

徴
発

物
件
一
覧
表　

明
治
3（
年
』
レ
ク
ス
出
版

（（
．
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
（
編
）
1
9
9
0
d
『
明
治
徴
発
物
件
表
集
成
第
（7
巻　

徴
発
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物
件
一
覧
表　

明
治
36
年
』
レ
ク
ス
出
版

（9
．
福
井
保
（
解
題
）
1
9
8
4
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
第
56
巻　

天
保
郷
帳
（
二
）
附
元
禄
郷
帳
』
汲
古
書
院

（0
．
芳
即
正
・
五
味
克
史
（
監
修
）
1
9
9
8
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
（7　

鹿
児
島
県
の
地
名
』
平
凡
社

（（
．
松
下
志
朗
1
9
6
9
「
南
嶋
雑
集
（
下
）」『
福
岡
大
學
文
理
論
叢
』
（3
（
（
）
福
岡
大
学
研
究
所

（（
．
松
下
志
朗
（
編
）
2
0
0
9
『
南
西
諸
島
史
料
集
三
』
南
方
新
社

（3
．
三
木
靖
1
9
7
3
「
喜
界
島
と
島
津
藩
政
」『
南
日
本
文
化
』
6

（（
．
盛
山
末
吉
1
9
9
3
『
し
つ
る
村
物
語
』
髙
城
書
房
出
版

（5
．
矢
野
正
浩
（
9
9
5
「
喜
界
島
の
人
口
変
化
と
生
業
の
変
遷—

明
治
末
か
ら
の
集
落
別
人
口
変
化
を
中
心
に
し
て—

」『
南
西

諸
島
に
お
け
る
集
落
構
造
の
総
合
的
研
究
（
（
）—

喜
界
島
の
事
例—

　

南
九
州
地
域
科
学
研
究
所
報
第
（（
号
』

（6
．
弓
削
政
己
2
0
0
0
a
「
芭
蕉
と
域
内
交
易
」
参
考
文
献
5　

第
七
章
第
四
節

（7
．
弓
削
政
己
2
0
0
0
b
「
砂
糖
樽
木
と
喜
界
島
」
参
考
文
献
5　

第
七
章
第
五
節

（（
．
弓
削
政
己
2
0
0
5
「
奄
美
島
嶼
の
貢
租
シ
ス
テ
ム
と
米
の
島
嶼
間
流
通
に
つ
い
て
」『
沖
縄
県
史
各
論
編
（ 

近
世
』
沖
縄

県
教
育
委
員
会

（9
．
弓
削
政
己
2
0
1
3
「
は
じ
め
に
」
参
考
文
献
6

30
．
琉
球
国
絵
図
史
料
集
編
集
委
員
会
・
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
（
編
）
1
9
9
2
『
琉
球
国
絵
図
史
料
集　

第
（
集　

正
保
国

絵
図
及
び
関
連
史
料
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
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3（
．
琉
球
国
絵
図
史
料
集
編
集
委
員
会
・
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
（
編
）
1
9
9
3
『
琉
球
国
絵
図
史
料
集　

第
（
集　

元
禄
国

絵
図
及
び
関
連
史
料
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会

【
注
】

（
（
）
小
林
・
中
村
・
森
脇
・
中
井
（
1
9
8
4
）、
弓
削
（
2
0
0
0
a
）、
弓
削
（
2
0
0
0
b
）、
弓
削
（
2
0
0
5
）

（
（
）
筆
者
聞
取
り
調
査
（
平
成
（7
年
（
2
0
1
5
）
〜
）
よ
り
。

（
3
）
弓
削
（
2
0
1
3
）

（
（
）
地
名
研
究
の
関
係
で
谷
川
健
一
ら
か
ら
入
手
し
た
、
ま
た
は
、
山
田
秀
三
が
農
商
務
省
に
勤
務
し
て
い
た
縁
で
柳
田
國
男
経
由

で
入
手
し
た
、
等
の
意
見
が
あ
る
（
弓
削
2
0
1
3
）。

（
5
）
弓
削
（
2
0
1
3
）

（
6
）
喜
界
町
誌
編
纂
委
員
会
（
2
0
0
0
）

（
7
）
野
見
山
（
1
9
6
9
）、p.169

（
（
）
松
下
（
2
0
0
9
）、p.543

（
9
）
奄
美
大
島
に
加
え
て
、
加
計
呂
麻
島
、
与
路
島
、
請
島
を
含
む
（
松
下
2
0
0
9
）。

（
（0
）
野
見
山
（
1
9
6
9
）、p.205

（
（（
）
矢
野
（
1
9
9
5
）
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（
（（
）
弓
削
（
2
0
1
3
）

（
（3
）
芳
・
五
味
（
1
9
9
8
）

（
（（
）
地
理
局
編
纂
物
刊
行
会
（
1
9
8
6
）

（
（5
）
地
理
局
編
纂
物
刊
行
会
（
1
9
8
6
）

（
（6
）
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
（
2
0
0
5
）、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
（
2
0
0
0
）。
表
（
に
は
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
（
2
0
0
0
）
の
記
載
を
使
用
し
た
。

（
（7
）
こ
の
覚
に
よ
る
と
、
元
禄
（
年
（
1
6
9
1
）
に
、
そ
れ
ま
で
5
間
切
に
（0
名
い
た
与
人
を
5
名
減
員
し
た
と
こ
ろ
、
与
人
が

5
名
で
は
不
都
合
と
申
し
出
が
あ
っ
た
た
め
、
元
禄
5
年
（
1
6
9
2
）
に
伊
砂
与
人
を
新
た
に
任
命
し
た
。
喜
界
島
を
5
間

切
の
ま
ま
3
つ
の
噯
に
分
割
し
て
、
6
名
の
与
人
が
（
名
ず
つ
相
役
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
噯
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
（（
）
奄
美
群
島
に
お
け
る
噯
は
、
徳
之
島
に
の
み
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
間
切
よ
り
下
位
の
行
政
区
域
名
で
あ
る
（
林
1
9
9
4
）。

し
か
し
、「
喜
界
島
帳
留
ノ
内
」
に
記
載
さ
れ
た
噯
の
内
容
を
み
る
と
、
間
切
を
超
え
た
広
域
行
政
単
位
と
、
与
人
に
付
さ
れ

た
担
当
地
区
と
し
て
の
（
つ
の
性
格
が
見
て
取
れ
、
後
者
が
徳
之
島
の
噯
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
筆
者
は
、
こ
の
覚
以
外

に
喜
界
島
で
噯
が
使
用
さ
れ
た
事
例
を
把
握
し
て
い
な
い
。

（
（9
）
琉
球
国
絵
図
史
料
集
編
集
委
員
会
・
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
（
1
9
9
3
）

（
（0
）
喜
界
町
誌
編
纂
委
員
会
（
2
0
0
0
）、p.187

、
野
見
山
（
1
9
6
9
）、p.119

（
（（
）
福
井
（
1
9
8
4
）
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（
（（
）
三
木
（
1
9
7
3
）

（
（3
）
先
山
は
浦
原
の
下
島
が
戦
前
に
改
称
、
先
内
は
中
熊
の
小
字
、
蒲
生
は
花
良
治
か
ら
の
移
り
百
姓
に
よ
る
集
落
、
池
治
は
島
中

の
小
字
と
さ
れ
る
（
い
ず
れ
も
竹
内
（
1
9
6
9
）
よ
り
）。

（
（（
）「
鹿
兒
島
県
下
町
村
名
簿
」
に
は
池
治
の
名
前
が
見
当
た
ら
な
い
（
地
理
局
編
纂
物
刊
行
会
（
1
9
8
6
））。

（
（5
）
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
（
1
9
9
0
a
）

（
（6
）
松
下
（
2
0
0
9
）、p.543

、
喜
界
町
誌
編
纂
委
員
会
（
2
0
0
0
）、p.201

（
（7
）
松
下
（
2
0
0
9
）、p.543

（
（（
）
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
（
1
9
9
0
c
）

（
（9
）
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
（
1
9
9
0
d
）

（
30
）
嘉
永
5
年
（
1
8
5
2
）
と
明
治
3
年
（
1
8
7
0
）
は
「
南
島
誌
」
記
載
の
島
民
の
私
記
を
根
拠
と
す
る
戸
数
、
明
治
（3
年

（
1
8
9
0
）
は
「
家
屋　

戸
数
」、
明
治
33
・
35
年
（
1
9
0
0
・
1
9
0
2
）
は
「
現
住
戸
数
」
の
数
を
採
用
し
た
。

（
3（
）
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
（
1
9
4
0
）、pp.4,10

（
3（
）
松
下
（
2
0
0
9
）、pp. 490, 544, 595, 650

（
33
）
斜
線
は
項
目
自
体
が
存
在
し
な
い
状
態
を
示
す
。「
空
欄
」
は
表
中
に
項
目
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
数
値
が
記
載
さ
れ

て
い
な
い
状
態
を
示
す
。「
数
値
な
し
」
は
、
文
章
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
数
値
が
記
載
さ
れ
て
い
な

い
状
態
を
示
す
。
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（
3（
）
野
見
山
（
1
9
6
9
）

（
35
）
馬
の
頭
数
は
、「
馬
匹
」
の
合
計
を
使
用
し
た
（
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
1
9
9
0
b
）

（
36
）
鹿
兒
島
縣
大
島
々
廳
（
1
9
1
0
）

（
37
）
断
定
は
避
け
る
が
、
複
数
の
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
（
〜
数
箇
村
の
記
入
を
担
当
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
3（
）
松
下
（
2
0
0
9
）、pp.446-447, 520-521, 544, 572, 632, 664

（
39
）
野
見
山
（
1
9
6
9
）

（
（0
）「
喜
界
島
泉
家
文
書
」（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
1
9
3
9
）

（
（（
）
正
確
に
は
「
モ
ノ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
大
島
の
項
の
貧
富
の
差
の
書
き
方
を
読
む
限
り
、「
モ
ノ
」
は
個
人
で
は
な
く

「
戸
」「
家
」
を
示
す
と
み
ら
れ
る
（
松
下
（
2
0
0
9
）、pp.442-443

）。

（
（（
）
松
下
（
2
0
0
9
）、p.538

（
（3
）
盛
山
（
1
9
9
3
）、pp.48-53, 285
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